
常勤的非常勤職員に関する証明書 

 

※  この証明書は、地方公務員等共済組合法施行令第 2条第 5号に該当する職員について作成し、

共済組合員申告書（適用区分変更）に添付して提出してください。 

※  適用区分変更日前 12月の期間の勤務日数には、人事院規則 15-15（非常勤職員の勤務時間及

び休暇）第 3条及び第 4条の規定に相当する条例・規則等により休暇を与えられた日（年次有給

休暇及び特別休暇）等を含みます。 

8.3 

組 合 員 等 記 号 番 号 氏     名 職   種 

      ―        

雇 用 開 始 

年  月  日 
令和    年   月   日 

18 日以上勤務した日が

12 月を超えた年月日 
令和   年   月   日 

適用区分変更日前 12 月の期間 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月  日   

 

 上記の者は、常時勤務に服することを要しない職員として採用したが、常時勤務に服することを

要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が 18日以上ある月が引き続い

て 12月を超えるに至った者であり、その超えるに至った日以後も引き続き当該勤務時間により勤

務することを要することとされている者であることを証明します。 

 

令和  年  月  日 

 

三重県市町村職員共済組合理事長 様 

 

 

職 名    

所属所長 

氏 名   


